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埠設基準に適合するものとして承認がなされた高度先進医療  
（平成18年5月承認分）   



（参考1）  

技 術 の 概 要  

所在地  病床数  担当科   技 術 の 概 要   
申請まで の  

高度先進医療技術名  実施医療機関数   申請医療機関名  実績  
（症例数）   

（自己負担）   

患者がん組織に対する抗がん剤感  199万4千円  3万9千円  

抗がん剤感受性試験  8医療機関 （18．5，1現在）  群馬大学医学部附属病院   群馬県 前橋市  705床  第一外科   受性試験を行い、個々の患者に有効 かつ適切な抗がん剤の選択を行う。  5例  18．6．T   （入院29日間 ■通院16日間）  （1回）   

CT（コンピューター断層撮影）等の画  107万8千円  実物大臓轟立体モデル  17医療機関  順天堂大学医学部附属順天堂  東京都  1020床  形成外科   像データから実物大立体モデルを作  5例  18．6．1   （入院28日間）   12万6干円  

による手術計画   （18．5．1現在）  病院   文京区  成し、手術方法の計画を立てる。   
（1回）  

形成外科  130万1千円  13万6千円  

実物大臓器立体モデル による手術計画  17医療機関 （18．5．1現在）  東邦大学医療センター大森病院  東京都 大田区  10ヰ1床   ・脳神経外 科  CT（コンピュ 成し、手術方法の計画を立てる。   
（1回）   

腫瘍性骨病変及び骨粗  桂皮的に病変のある脊椎椎体に針  
6万2千円   520床  放射線科   を刺入し、その針から骨セメントを注  174例  18．6．■1  （入院3日間）   

26万円   
怒症に伴う骨脆弱性病  5医僚機関  財団法人聖路加国際病院   東京都  
成術   回復させる治療法。  

門脈圧克進症に対する   内科  
質を葺き下大静脈と門脈をステントを  

107万6千円  
経頸静脈肝内門脈大循   2 （18．5．1現在）   大阪市立大学医学部附属病院  大阪府 大阪市  1020床  （入院33日間）   

55万5千円   

環短絡術   ・放射線科   

※ 申請医療機関における典型的な症例に要した兼用  

N   



（参考2）  

承認がなされた高度先進医療技術の施設基準  

十二実物大臓器立体モデルによる手術計画（頭蓋顎顔面領域の骨変形、欠損若しくは骨折又は骨盤、  
四肢骨若しくは脊椎の骨格に変形を伴う疾患に係るものに限る。）の施設基準  

イ主として実施する医師又は歯科医師に係る基準  

整形外科又は歯科口腔外科に従事し  耳鼻いんこう科、小児外科、眼科、   （1）専ら形成外科、脳神経外科、  
ていること。  

（2）日本形成外科学会の認定する形成外科専門医、日本脳神経外科学会の認定する脳神経外科専門  
医、日本耳鼻咽喉科学会の認定する耳鼻咽喉科専門医、日本小児外科学科の認定する小児外科専門  
医、日本眼科学会の認定する眼科専門医、日本整形外科学会の認定する整形外科専門医又は日本口腔  
外科学会の認定する口腔外科専門医であること。  
（3）当該療養について五年以上の経験を有すること。  

例 を実施していること。  養 について五例以上の症   （4）当該療  

口 保険医療機関等に係る基準  

眼科、整形外科又は歯科口腔外科、及び麻酔科  耳鼻いんこう科、小児外科、   （1）形成外科、脳神経外科、  
を標模していること。  
（2）当該療養を実施する診療科において、常勤の医師又は歯科医師が二名以上配置されていること。  
（3）麻酔科において、医師が配置されていること。  
（4）当該療養を実施する診療科において、当直体制が整備されていること。  
（5）緊急の場合における手術を実施する体制が整備されていること。  
（6）ニ十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。  

養 について五例以上の症例を実施していること。  （7）当該療   

四十一 抗がん剤感受性試験（進行胃がん、大腸がん、食道がん、頭頸部進行がん、進行乳がん、消化  
器がん、肺がん、がん性胸・腹膜炎、子宮頚・体がん又は卵巣がん（胸水又は腹水例を含む。）に係るも  
のに限る。）の施設基準 

イ 主として実施する医師に係る基準  

（1）専ら内科、外科、消化器科、呼吸器科、呼吸器外科又は産婦人科に従事していること。  
（2）日本消化器病学会の認定する消化器病専門医、日本呼吸器学会の認定する呼吸器専門医、日本消  
化器外科学会の認定する消化器外科専門医、日本胸部外科学会及び日本呼吸器外科学会の認定する  
呼吸器外科専門医、又は日本産科婦人科学会の認定する産婦人科専門医であること。  
（3）当該療養について三年以上の経験を有すること。  

以上の症例を実施していること。  （4）当該療養について三例   

口 保険医療機関等に係る基準  
（1）内科、外科、消化器科、呼吸器科、呼吸器外科又は産婦人科を標模していること。  
（2）当該療養を実施する診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。  
（3）病理の検査を実施する部門が設置され、専ら病理の診断を実施する医師が配置されていること。  
（4）当該療養を実施する診療科において、当直体制が整備されていること。  
（5）緊急の場合における手術を実施する体制が整備されていること。  
（6）二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。  
（7）当該療養について三例以上の症例を実  していること。  
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五十四門脈圧元進症に対する経頸静脈肝内門脈大循環短絡術（内視鏡的治療及び薬物治療抵抗性  

の食道■胃静脈虐、門脈圧元進症性胃腸症、難治性腹水又は難治性肝性胸水に係るものに限る。）の施  
設基準  

イ 主として実施する医師に係る基準  

は 消化器科に従事していること。  （1）専ら内科又   

（2）日本肝臓学会の認定する肝臓専門医であること。  
（3）当該療養について三年以上の経験を有すること。  
（4）当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上及び当該療養の補助を行う医師  

上 の症例を実施して  いること。  として五例以  

口 保険医療機関等に係る基準  

l こ外科及び麻酔科を標模していること。  消 化器科並び   （1）内科又は  

（2）当該療養を実施する診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。  
（3）外科において二名以上及び麻酔科において一名以上医師が配置されていること。  
（4）臨床工学技士が配置されていること。  
（5）当該療養を実施する診療科において、当直体制が整備されていること。  
（6）緊急の場合における手術を実施する体制が整備されていること。  
（7）ニ十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。  
（8）倫理審査委員会が設置されていること。  

実施しているこ  l こついて五例以上の症例   と。  （9）当該療養  

五十七 腫瘍性骨病変及び骨粗案症に伴う骨脆弱性病変に対する経皮的骨形成術（転移性脊椎骨腫  

癌、骨粗紫症による脊椎骨折又は難治性療病を伴う椎体圧迫骨折若しくは臼蓋骨折に係るものに限  
る。うの施設基準  

イ 主として実施する医師に係る基準  

1）専ら整形外科又は放射線科に従事していること。  
（2）日本整形外科学会の認定する整形外科専門医又は日本医学放射線学会の認定する放射線科専門医  
であること。  
（3）当該療養について五年以上の経験を有すること。  
（4）当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上及び当該療養の補助を行う医師  
として五例以上の症例を実施していること。  

ロ 保険医療機関等に係る基準  

（1）整形外科又は放射線科、及び麻酔科を標模していること。  
（2）当該療養を実施する診療科において、常勤の医師が三名以上配置されていること。  
（3）麻酔科において、医師が配置されていること。  
（4）理学療法士が配置されていること。  
（5）当該療養を実施する診療科において、当直体制が整備されていること。  
（6）緊急の場合における手術を実施する体制が整備されていること。  
（7）二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。  
（8）当該療法の実施後に化学療法その他の治療を行う体制が整備されていること。ただし、当該療養を実  
施する保険医療機関等以外の保険医療機関等と協力することにより、当該体制を整備しても差し支えな  
（9）倫理審査委員套が設置されていること。  
（10）当該療養について五例以上の症例を実施していること。  
（11）承認後六月の間又は当該療養を十例実施するまでの間は、一月に一回、地方社会保険事務局長に  
対し当該療養の実施状況について報告すること。  
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（参考3）   

高度先進医療の承認までの流れ  

（実施医療機関の要件が設定されている場合）  
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（参考4）  

特定承認保険医療機関の取扱いに？いて   

（平成17年8月31日保発第0831001号）  

地方社会保険事務局長宛 厚生労働省保険局長通知  

（抜粋）  

3 特定承認保険医療機関における高度先進医療  

（2）施設基準の設定されている高度先進医療に係る特定承認保  

険医療機関の承認の取扱い  

既に施設基準の設定されている高度先進医療について、保  

険医療機関又は特定承認保険医療機関から、施設基準に適合  

するものとして特定承認保険医療機関の承認め申請があった  

場合には、施設基準への適合性を  査した上で承認、した旨を  

動大臣は中央社会保険医療協議会に報告するものとす  厚生労  

ゑL  

⑥   




